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労働保険料の 徴り X 過不足に関し 会計検査院より 

指摘された事項について 

先般、 「平成 1 4 年度決算検査報告」が 会計検査院より 内閣に回付され、 このうち 

労働保険料の 徴収に関しては、 別添の「平成 1 4 年度決算検査報告 ( 抄 ) 」のとおり 

「労働保険の 保険料の徴収に 当たり、 徴収 額 に過不足があ った」との指摘を 受けたと 

ころであ る。 

ついては、 例年、 会計検査院より 下記の事由により 保険料の徴収過不足の 事態が発 

生しているとの 指摘を受けていることから、 各都道府県労働局においては、 今後更に 、 

①事業主及び 事務組合に対して、 年度更新の説明会の 開催の際等あ らゆる機会を 通じ 

て関係法令等の 周知登底及び 指導を行 う こと、 ②事業主等から 提出された申告書の 内 

容審査の登底及び 確認事務を充実すること、 ③労働保険料算定基礎調査のより 効率 

的 ・効果的な実施を 図ること等により、 労働保険料の 適正徴収に万全を 期されたい。 

一 - -- 己 

1  徴収不足の原因となっている 事由 

(1) 雇用保険の加入要件を 満たすパートタイム 労働者等の保険加入漏れ 

(2) 労働者 ( パートタイム 労働者等 ) の賃金の一部が 算入漏れ 

(3) 労災保険率の 適用誤り 

2  徴収過大の原因となっている 事由 

(1) 労働保険の対象とならない 役員の報酬等を 賃金総額に誤算入 

(2) 労災保険率の 適用誤り 

(3) その他 ( 集計、 計算誤りや労働保険の 対象とならない 労働者の賃金誤算入なじ 






















































